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(57)【要約】
【課題】画像表示装置のコストおよび性能曲線を改善す
るための新規なサブ画素配置が開示される。
【解決手段】液晶ディスプレイであって、第１の方向に
偶数のサブ画素を有するサブ画素繰り返し集団から実質
的に構成されるパネルと、パネルに画像データおよび極
性信号を送るドライバと、を備えており、ドライバは、
実質的に一貫する輝度エラーを有する複数のサブ画素に
修正信号を送信することを特徴とする液晶ディスプレイ
が開示される。また、極性信号は、ドット反転方式であ
ることを特徴とする液晶ディスプレイが開示される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶ディスプレイであって、
第１の方向に偶数のサブ画素を有するサブ画素繰り返し集団から実質的に構成されるパネ
ルと、
前記パネルに画像データおよび極性信号を送るドライバと、
を備えており、
前記ドライバは、実質的に一貫する輝度エラーを有する複数のサブ画素に修正信号を送信
することを特徴とする液晶ディスプレイ。
【請求項２】
前記極性信号は、ドット反転方式であることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプ
レイ。
【請求項３】
前記極性信号は、１×１ドット反転方式であることを特徴とする請求項２に記載の液晶デ
ィスプレイ。
【請求項４】
前記極性信号は、１×２ドット反転方式であることを特徴とする請求項２に記載の液晶デ
ィスプレイ。
【請求項５】
前記極性信号は、４位相ドット反転方式であることを特徴とする請求項１に記載の液晶デ
ィスプレイ。
【請求項６】
実質的に一貫する輝度エラーを有する前記複数のサブ画素は、青色のサブ画素であること
を特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項７】
第１の方向において偶数のサブ画素を有するサブ画素繰り返し集団から実質的に構成され
るパネルを備える液晶ディスプレイにおいて、前記パネルにおいて画像の輝度減少又は輝
度増加を修正する方法であって、
実質的に一貫する輝度エラーを有するサブ画素を決定する工程と、
前記サブ画素に適用する修正信号を決定する工程と、
前記修正信号を前記サブ画素への前記画像データ信号に加える工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項８】
前記サブ画素を決定する工程は、前記サブ画素によって示されるエラーをテスト信号によ
って測定する工程を更に備えることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記修正信号を決定する工程は、前記修正信号を経験的にテストし、前記修正信号が前記
エラーを実質的に修正するかどうかを検査する工程を更に備えることを特徴とする請求項
７に記載の方法。
【請求項１０】
液晶ディスプレイであって、
第１の方向に偶数のサブ画素を有するサブ画素繰り返し集団から実質的に構成されるパネ
ルと、
画像データおよび極性信号を前記パネルに送る複数の２位相ドライバ・チップと、
を有しており、
前記ドライバ・チップの位相は、前記ドライバ・チップの境界にてサブ画素上に与えられ
る輝度減少又は輝度増加効果が青のサブ画素上に実質的に与えられるように選択されるこ
とを特徴とする液晶ディスプレイ。
【請求項１１】
前記修正信号は、輝度減少又は輝度増加効果を有する複数の前記サブ画素に送信されるこ
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とを特徴とする請求項１０に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１２】
液晶ディスプレイであって、
第１の方向に偶数のサブ画素を有するサブ画素繰り返し集団から実質的に構成されるパネ
ルと、
少なくとも２つの位相を有すると共に画像データおよび極性信号を前記パネルに送るドラ
イバと、
を有しており、
前記ドライバの位相はサブ画素上に与えられる輝度減少又は輝度増加効果が青のサブ画素
上に実質的に与えられるように選択されることを特徴とする液晶ディスプレイ。
【請求項１３】
前記修正信号は、輝度減少又は輝度増加効果を有する複数の前記サブ画素に送信されるこ
とを特徴とする請求項１２に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１４】
前記サブ画素は、前記パネルの全ての青のサブ画素であることを特徴とする請求項１２に
記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１５】
前記サブ画素は、前記パネルの全ての青のサブ画素のサブセットであることを特徴とする
請求項１２に記載の液晶ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この出願は、液晶ディスプレイの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
同１出願人による米国特許出願を以下に示す。
【０００３】
（１）２００１年７月２５日に出願された、米国特許出願出願番号Ｎｏ．０９／９１６，
２３２（以下「‘２３２出願」）、発明の名称、「ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＣＯ
ＬＯＲ　ＰＩＸＥＬＳ　ＦＯＲ　ＦＵＬＬ　ＣＯＬＯＲ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ
Ｓ　ＷＩＴＨ　ＳＩＭＰＬＩＦＩＥＤ　ＡＤＤＲＥＳＳＩＮＧ（簡略アドレス指定による
フルカラー撮像装置のためのカラー画素の配置）」；（２）２００２年１０月２２日に出
願された米国特許出願出願番号１０／２７８，３５３（以下「‘３５３出願」）、発明の
名称「ＩＭＰＲＯＶＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＣＯＬＯＲ　ＦＬＡＴ　ＰＡＮＥＬ　ＤＩＳＰ
ＬＡＹ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＡＮＤ　ＬＡＹＯＵＴＳ　Ｆ
ＯＲ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＷＩＴＨ　ＩＮＣＲＥＡＳＥＤ　ＭＯ
ＤＵＬＡＴＩＯＮ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＦＵＮＣＴＩＯＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（カラーフ
ラットパネルディスプレイのサブ画素配置および増加した変調伝達関数反応によるサブ画
素レンダリングのためのレイアウトの改良）」；（３）２００２年１０月２２日に出願さ
れた米国特許出願出願番号１０／２７８，３５２（以下「‘３５２出願」、発明の名称「
ＩＭＰＲＯＶＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＣＯＬＯＲ　ＦＬＡＴ　ＰＡＮＥＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ
　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＡＮＤ　ＬＡＹＯＵＴＳ　ＦＯＲ　
ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＷＩＴＨ　ＳＰＬＩＴ　ＢＬＵＥ　ＳＵＢ－
ＰＩＸＥＬＳ（カラーフラットパネルディスプレイのサブ画素配置および分割された青色
サブ画素によるサブ画素レンダリングのためのレイアウトの改良）」；（４）２００２年
９月１３日に出願された米国特許出願出願番号１０／２４３，０９４（以下「‘０９４出
願」）、発明の名称「ＩＭＰＲＯＶＥＤ　ＦＯＵＲ　ＣＯＬＯＲ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮ
ＴＳ　ＡＮＤ　ＥＭＩＴＴＥＲＳ　ＦＯＲ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ（
サブ画素レンダリングのための４カラー配置およびエミッタの改良）」；（５）２００２
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年１０月２２日に出願された米国特許出願シリアル番号１０／２７８，３２８（「‘３２
８出願」）、発明の名称「ＩＭＰＲＯＶＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＣＯＬＯＲ　ＦＬＡＴ　Ｐ
ＡＮＥＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＡＮＤ　
ＬＡＹＯＵＴＳ　ＷＩＴＨ　ＲＥＤＵＣＥＤ　ＢＬＵＥ　ＬＵＭＩＮＡＮＣＥ　ＷＥＬＬ
　ＶＩＳＩＢＩＬＩＴＹ（カラーフラットパネルディスプレイのサブ画素配置および青色
輝度の可視性を減少によるレイアウトの改良）」；（６）２００２年１０月２２日に出願
した米国特許出願出願番号１０／２７８，３９３（「‘３９３出願」）、発明の名称「Ｃ
ＯＬＯＲ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＨＡＶＩＮＧ　ＨＯＲＩＺＯＮＴＡＬ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ
　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＡＮＤ　ＬＡＹＯＵＴＳ（サブ画素水平配置およびレイア
ウトを有するカラーディスプレイ）」（７）２００３年１月１６日に出願された米国特許
出願出願番号０１／３４７，０００（以下「‘００１出願」）、発明の名称「ＩＭＰＲＯ
ＶＥＤ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＦＯＲ　ＳＴＲＩＰＥＤ　Ｄ
ＩＳＰＬＡＹＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＳＵＢ－
ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＳＡＭＥ（ストライプのディスプレイ用の改良したサ
ブ画素配置ならびにそのサブ画素レンダリングの方法およびシステム）
【０００４】
これらは本明細書に援用されており、新規なサブ画素配置が画像表示装置のコストおよび
性能曲線を改善するために開示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
これらの改良は、同じ出願人である以下の米国特許出願に開示されたサブ画素レンダリン
グ（ＳＰＲ）システムおよび方法と組み合わせた場合に特に顕著となる。（１）２００２
年１月１６日に出願された米国特許出願出願番号１０／０５１，６１２（以下「‘６１２
出願」）、「ＣＯＮＶＥＲＳＩＯＮ　ＯＦ　ＲＧＢ　ＰＩＸＥＬ　ＦＯＲＭＡＴ　ＤＡＴ
Ａ　ＴＯ　ＰＥＮＴＩＬＥ　ＭＡＴＲＩＸ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＤＡＴＡ　ＦＯＲＭＡ
Ｔ（ペンティル・マトリックス・サブ画素・データ形式へのＲＧＢ画素形式の変換）」；
（２）２００２年５月１７日に出願された米国特許出願出願番号１０／１５０，３５５（
「‘３５５出願」）、発明の名称「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　
ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＷＩＴＨ　ＧＡＭＭＡ　ＡＤＪＵＳＴＭＥＮ
Ｔ（ガンマ調整によるサブ画素レンダリングのための方法およびシステム）；（３）２０
０２年８月８日に出願された米国特許出願出願番号１０／２１５、８４３（「‘８４３出
願」）、発明の名称「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＳＵＢ－ＰＩ
ＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＷＩＴＨ　ＡＤＡＰＴＩＶＥ　ＦＩＬＴＥＲＩＮＧ（適応
フィルタリングによるサブ画素レンダリングのための方法およびシステム）」；（４）２
００３年３月４日に出願された特許出願番号１０／３７９，７６７、発明の名称「ＳＹＳ
ＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＴＥＭＰＯＲＡＬ　ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　
ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＯＦ　ＩＭＡＧＥ　ＤＡＴＡ（画像データのサブ画素レンダリング
のためのシステムおよび方法）」；（５）２００３年３月４日に出願された米国特許出願
番号１０／３７９，７６５　、発明の名称「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　
ＦＯＲ　ＭＯＴＩＯＮ　ＡＤＡＰＴＩＶＥ　ＦＩＬＴＥＲＩＮＧ（モーション適応フィル
タリングのためのシステムおよび方法）」；（６）２００３年３月４日に出願された米国
特許出願番号１０／３７９，７６６、発明の名称「ＳＵＢ－ＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＩ
ＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＩＭＰＲＯＶＥＤ　ＤＩＳＰＬＡ
Ｙ　ＶＩＥＷＩＮＧ　ＡＮＧＬＥＳ（サブ画素レンダリングシステムおよび改良されたデ
ィスプレイ視角）」；（７）２００３年４月７日に出願された米国特許出願番号１０／４
０９，４１３、発明の名称「ＩＭＡＧＥ　ＤＡＴＡ　ＳＥＴ　ＷＩＴＨ　ＥＭＢＥＤＤＥ
Ｄ　ＰＲＥ－ＳＵＢＰＩＸＥＬ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＩＭＡＧＥ（埋め込まれたプレサブ
画素描画画像によって設定された画像データ）」。これらは、本明細書において援用され
る。
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【０００６】
本出願は、以下の出願人が同一である米国特許出願に関連する。（１）２００３年６月６
日に出願された米国特許出願番号１０／４５５，９２５、発明の名称「ＤＩＳＰＬＡＹ　
ＰＡＮＥＬ　ＨＡＶＩＮＧ　ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ　ＥＦＦＥＣ
ＴＩＮＧ　ＤＯＴ　ＩＮＶＥＲＳＩＯＮ（ドット反転を生じさせる交差接続を備えるディ
スプレイパネル）」；（２）２００３年６月６日に出願された米国特許出願番号１０／４
５５，９３１、発明の名称「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＰＥＲＦＯＲ
ＭＩＮＧ　ＤＯＴ　ＩＮＶＥＲＳＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＤＲＩＶＥＲＳ
　ＡＮＤ　ＢＡＣＫＰＬＡＮＥ　ＯＮ　ＮＯＶＥＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＰＡＮＥＬ　ＬＡ
ＹＯＵＴＳ（標準ドライバおよび新規なディスプレイパネルレイアウト上のバックプレー
ンによるドット反転を遂行するシステムおよび方法）」；（３）２００３年６月６日に出
願された米国特許出願番号１０／４５５，９２７、発明の名称「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　
ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＣＯＭＰＥＮＳＡＴＩＮＧ　ＦＯＲ　ＶＩＳＵＡＬ　ＥＦＦＥＣ
ＴＳ　ＵＰＯＮ　ＰＡＮＥＬＳ　ＨＡＶＩＮＧ　ＦＩＸＥＤ　ＰＡＴＴＥＲＮ　ＮＯＩＳ
Ｅ　ＷＩＴＨ　ＲＥＤＵＣＥＤ　ＱＵＡＮＴＩＺＡＴＩＯＮ　ＥＲＲＯＲ（減少した量子
化誤差を有する固定パターンノイズを有するパネル上の視覚的効果のための補正のための
システムおよび方法）」；（４）２００３年６月６日に出願された米国特許出願番号１０
／４５６，８０６、発明の名称「ＤＯＴ　ＩＮＶＥＲＳＩＯＮ　ＯＮ　ＮＯＶＥＬ　ＤＩ
ＳＰＬＡＹ　ＰＡＮＥＬ　ＬＡＹＯＵＴＳ　ＷＩＴＨ　ＥＸＴＲＡ　ＤＲＩＶＥＲＳ（余
分なドライバを有する新規なディスプレイパネルレイアウト上のドット反転）」；（５）
米国特許出願番号１０／４５６、８３８、発明の名称「ＬＩＱＵＩＤ　ＣＲＹＳＴＡＬ　
ＤＩＳＰＬＡＹ　ＢＡＣＫＰＬＡＮＥ　ＬＡＹＯＵＴＳ　ＡＮＤ　ＡＤＤＲＥＳＳＩＮＧ
　ＦＯＲ　ＮＯＮ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＳＵＢＰＩＸＥＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ（
液晶ディスプレイバックプレーンレイアウトおよび非標準サブ画素配置のアドレッシング
）」。これらは、本明細書において援用される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】図１Ａは、１×１ドット反転方式を備える従来のＲＧＢストライプパネルを示
している。
【図１Ｂ】図１Ｂは、１×２ドット反転方式を備える従来のＲＧＢストライプパネルを示
している。
【図２】図２は、第１（行（ロー））方向に偶数の画素を伴う新規なサブ画素繰り返し集
団（ｒｅｐｅａｔｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）を有するパネルを示す。
【図３】図３は、多数の標準ドライバ・チップを伴う図２の繰返し集団を有するパネルを
示しており、そこにおいては、画像の劣化は青のサブ画素上に与えられる。
【図４】図４は、図３の多数のドライバ・チップのための位相関係を示している。
【図５】図５は、図２のサブ画素繰返し集団を有するパネルを示しており、そこにおいて
は、パネルを駆動しているドライバ・チップは４位相チップであって、画像の劣化は青の
サブ画素上に与えられる。
【図６】図６は、２本の細い列（カラム）の青のサブ画素を有するサブ画素繰返し集団を
備えるパネルを示しており、そこにおいては、画像劣化の実質的に全てもしくはほとんど
がこの細い青のサブ画素の列上に与えられる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
本明細書に組み込まれるとともにその一部として構成される添付の図面は、本発明の典型
的な実施態様および実施例を例示すると共に、本発明の原理を説明するために説明文を伴
って用いられる。
【０００９】
添付の図面に例示される実施態様および実施例が以下に詳細に説明される。同じもしくは
類似する部分を示すために可能な限り同じ参照番号が全ての図面を通して使用されている
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。
【００１０】
図１Ａは、個々に着色されたサブ画素（それぞれ赤１０４、緑１０６および青１０８のサ
ブ画素）を作動させるために薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を有するアクティブマトリック
ス液晶ディスプレイ（ＡＭＬＣＤ）のためのパネル１００上における従来のＲＧＢストラ
イプ構造を示している。これから分かるように、赤、緑および青のサブ画素は、パネルを
構成するサブ画素１０２の繰返し集団を形成する。
更に示されているように、各々のサブ画素はカラムライン（カラム・ドライバ１１０によ
って各々駆動される）およびローライン（例えば１１２および１１４）に接続されている
。ＡＭＬＣＤパネルの分野において、クロスストロークまたはフリッカーを減らすために
ドット反転方式でパネルを駆動させることは公知である。図１Ａは、各サブ画素の中央に
記載された「＋」および「－」極性によって示される特定のドット反転方式（すなわち１
×１ドット反転方式）を示している。各ローラインは、通常は、ＴＦＴ　１１６のゲート
（図１Ａに示されない）に接続されている。画像データ（カラムラインを介して供給され
る）は、通常は、各ＴＦＴのソースに接続される。画像データは、１度にパネルの１列に
記録されると共に、奇数（ＯＤＤ（「Ｏ」））あるいは偶数（ＥＶＥＮ（「Ｅ」））方式
として本明細書中に示される極性バイアス方式が与えられる。図に示されるように、行１
１２は特定の時に奇数極性方式によって記録され、一方、行１１４は次の時に偶数極性方
式によって記録される。これらの極性は、この１×１ドット反転方式において、１度に１
列だけ奇数および偶数方式を変更する。
【００１１】
図１Ｂは、別のドット反転方式（すなわち１×２ドット反転）を備える、別の従来のＲＧ
Ｂストライプパネルを示している。ここでは、この極性方式は、１×１ドット反転におけ
るように、各行に対向するように２行のコースを切り替える。これら両方のドット反転方
式において、いくつかの事柄が観察される。（１）１×１ドット反転において、２つの物
理的に隣接したサブ画素（水平および垂直方向の両方において）は、異なる極性を有する
。（２）１×２ドット反転において、水平方向において２つの物理的に隣接したサブ画素
は異なる極性を有する。（３）所定の行全体において、連続する着色されたサブ画素のそ
れぞれは、その隣に対して反対の極性を有する。従って、１行における２の連続した赤の
サブ画素は、（＋，－）か（－，＋）のどちらかである。当然、１×１ドット反転におい
て、１列における２つの連続した赤のサブ画素は、反極性を有する。一方、ｌ×２ドット
反転において、２つの連続した赤のサブ画素の各集団は、反極性を有する。極性のこの変
化は、ＡＭＬＣＤパネルに表示される特定の画像によって起こる、知覚可能な視覚的効果
を劣化させる。
【００１２】
図２は、‘３５３出願に記載されているように、繰返しサブ画素集団２０２から構成され
るパネルを示している。これから分かるように、繰返しサブ画素集団２０２は、８つのサ
ブ画素の繰り返し集団であって、二列の面積の狭い緑のサブ画素を間に挟む、赤および青
のサブ画素の市松模様から構成される。標準の１×１ドット反転方式がかかる繰返し集団
（図２に示される）から構成されるパネルに適用される場合、ＲＧＢストライプパネルの
ための上記記載の特性（すなわち、１行および／または１列における連続した着色された
画素が異なる極性を有すること）に反することは明らかとなる。この状態は、多くの知覚
される視覚的欠陥をパネル上に引き起こし得る（特に特定の画像パターンが表示される時
において）。この観察は、他の新規なサブ画素繰返し集団（例えば、’３５２出願の図１
のサブ画素繰返し集団）ならびに、１行全体にわたる奇数の繰返しサブ画素ではない他の
繰返し集団によって起こる。従って、これらの従来のＲＧＢストライプパネルが繰返し集
団（すなわち、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青））において３つのかかる繰返しサブ画
素を有しているので、これらの従来のパネルは上記の条件に必ずしも反するというわけで
はない。しかしながら、本出願における図２の繰り返し集団は、１行全体にわたる繰返し
集団においてサブ画素の４つ（すなわち偶数）を有する（例えばＲ、Ｇ、ＢおよびＧ）。
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本明細書において記載されている実施例は、全てのかかる偶数の係数（ｍｏｄｕｌｕｓ）
繰り返し集団に等しく適用できることが理解されよう。
【００１３】
ＡＭＬＣＤにおける視覚的な劣化および他の問題を避けるために、データライン移行の極
性をそれぞれの各選択ラインに沿ってランダム化しなければならないだけではなく、デー
タライン遷移の極性をディスプレイ内のそれぞれの色および局所のためにもランダム化さ
れなければならない。このランダム化は、１般的に用いられる交互の列反転データ駆動シ
ステムと組み合わせられて、ＲＧＢ三色のサブ画素によって自然に起こるが、偶数のサブ
画素がローラインに沿って使用される場合に達成することは困難である。
【００１４】
偶数モジュロ設計の１実施例において、それぞれの行は、より小さい緑の画素と、数はよ
り少ないがより大きい赤および青の画素との組み合わせから形成される。通常、データラ
イン遷移の極性は、各画素がその両側においてデータラインにほぼ等しく容量結合される
ように、交互のデータライン上で反転される。このように、コンデンサによって誘発され
たこれらの遷移エラーは、ほぼ等しくかつ対向しており、画素自体において互いを相殺す
る傾向がある。しかしながらこの場合、同色のサブ画素の極性は同じであって、画像劣化
は起こり得る。
【００１５】
図３は、２×１ドット反転を利用する偶数のモジュロの画素レイアウトを示す。同色画素
の極性が交互に切り替わるため、垂直画像の劣化は除去される。同色画素による水平画像
の劣化は、周期的にドット反転の位相を変えることによって改善される。ドライバ・チッ
プ３０１Ａ～Ｄは、ディスプレイにデータを供給し、このドライバ出力は、＋、－、＋、
－、・・・もしくは－、＋、－、＋、・・・で駆動される。この極性の整相（ｐｈａｓｉ
ｎｇ）は、ディスプレイの最初の４本のラインが図４に示される。たとえば、チップ３０
１Ｂの第１列は、位相－、－、＋、＋、・・・を有する。
【００１６】
１実施例において、カラムライン駆動によっていずれの側にも接するサブ画素は（所定の
時に同じ極性である）、所定の画像信号のために輝度の減少を被る。従って、２つの目的
は、影響されるサブ画素の数を減らすことと、影響を与えられることを回避できない特定
のサブ画素において画像劣化作用を減少することである。本出願および本明細書に援用さ
れた他の関連出願におけるいくつかの技術は、画像劣化サブ画素の数および劣化作用の両
方を最小化するように設計されている。
【００１７】
かかる技術の１つは、その劣化が回避されない場合、どのサブ画素が劣化されるべきかを
選択することである。図３において、前記整相は、同じ極性発生を丸で囲んだ青のサブ画
素３０２上に局所化するように設計される。このように、１行に沿った同じ色のサブ画素
の極性が２つのドライバ毎に反転され、水平画像劣化を最小化するかまたは除去する。周
期的に丸で囲まれた青のサブ画素３０２は、そのアレイにおいて他の青のサブ画素よりも
僅かに暗い（すなわちノーマリーブラックＬＣＤのために）かまたは僅かに明るい（すな
わちノーマリーホワイトＬＣＤのために）が、人間の目が青の輝度変化を知覚しないので
、この違いは実質的に目に見えないものである。
【００１８】
さらに別の技術は、訂正信号を影響されたサブ画素に加えることである。どのサブ画素に
画像劣化が起こりそうかがわかっている場合、訂正信号を画像データ信号に加えることが
可能である。たとえば、本出願および他の出願において記載されている大部分の寄生容量
は、影響されたサブ画素のための輝度を下げる傾向がある。このパネル上においてサブ画
素の性能特性を（例えば特定のパネル上のパターンをテストすることによって）発見的に
もしくは経験的に決定すると共に、画像劣化を修正するために信号を加減することが可能
である。特に図３を参照にすると、丸で囲まれた画素上の小さなエラーを修正することが
望まれる場合、修正項が丸で囲まれた青のサブ画素のためにデータに加えられる。
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【００１９】
本発明のさらに別の実施例において、画像劣化を更に軽減する異なるドライバ・チップを
設計することが可能である。図５に示すように、たとえば４位相クロックが転極のために
用いられる。このパターンもしくは類似するパターンの使用によって、このアレイの青の
サブ画素のみが同じ極性低下をきたす。しかしながら、全ての画素が等しく劣化するため
、それは人間の目には実質的には見えないのである。必要に応じて、より暗いかより明る
い青のサブ画素を補償するために修正信号を適用することができる。
【００２０】
これらの駆動波形は、比較的単純な交代極性反転設計に用いられるよりも複雑な電源切り
替えシステムのために備えるデータドライバチップで発生することができる。この二段階
データ・ドライバ設計において、アナログ信号が発生する（第１段階においてアナログ信
号が発生するため）。しかしながら、極性切替段階は、より複雑な転極を提供するために
、データ・ドライバの第二段階においてそれ自体の交差接続マトリックスによって駆動さ
れる。
【００２１】
本願明細書において記載されている技術のさらに別の実施例においては、行および列の両
方向においてパネル全体の青のサブ画素のサブセットに対する画像劣化作用を局所化する
。たとえば、青のサブ画素の「市松模様」（すなわち行および列の少なくともいずれか一
方の方向において青のサブ画素１つおきにスキップすること）が、画像劣化信号を局所化
するために用いられてもよい。上記したように、人間の目では（青色空間的分解能におい
て減少した知覚によって）、そのエラーに気付かないであろう。青のサブ画素の他のサブ
セットがエラーを局所化するために選択されることができることが理解されよう。加えて
、４以下の位相を有する異なるドライバ・チップも、かかるパネルを駆動することが可能
である。
【００２２】
図６は、偶数のモジュロのサブ画素繰り返し集団６０２から実質的に構成されるパネル６
００の別の実施例である。この場合、集団６０２は、２列の青１０８を差し加えた赤１０
４および緑１０６サブ画素の市松模様からなる。前述のように、赤または緑のサブ画素よ
り幅の狭い青いサブ画素を有することが可能である（必須ではない）。これから分かるよ
うに、隣接する２列の青のサブ画素のカラムは、相互接続６０４を通じて同じカラム・ド
ライバを共有してもよい（可能性としてはデータ値の共有を避けるために適切に再配置さ
れた青のサブ画素のＴＦＴを伴う）。
【００２３】
２×１ドット反転を実行する標準のカラム・ドライバで、青いサブ画素の列６０６がすぐ
右の赤および緑のサブ画素の列と同じ極性を有することが分かる。このことは画像劣化（
修正信号で補償することができる）を誘発する可能性があるが、劣化が色の暗い（例えば
青）サブ画素の列に局所化される（従って人間の目に見えない）利点がある。
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